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文京区とうるま市との相互協力に関する協定の締結について 

 

１ 概要 

文京区とうるま市は、両自治体の友好都市である盛岡市を縁として、交流を進め

てきたところである。この度、両自治体の友好をさらに深めるとともに、双方の地

域社会の発展に寄与することを目的として、各種施策及び事業の相互協力に関する

協定を締結する。 

 

２ 協定書 

  別紙のとおり 

 

３ 協定締結式 

⑴ 日時 

令和６年１０月１３日(日)  午前 

⑵ 場所 

世界遺産 勝連城跡（うるま市勝連南風原） 

⑶ 参加者 

ア うるま市（市長、市議会代表及び市職員） 

イ 文京区（区長、区議会代表及び区職員） 

ウ 盛岡市（市長及び市職員） 

⑷ その他 

協定締結式後、うるま市内で開催される「うるま祭り」内で、うるま市民向け

に協定締結の報告及び文京区の紹介をする。 

 

４ うるま市の概要          

⑴ 人口 

126,545人（令和６年６月１日現在） 

⑵ 面積等 

87.02平方キロメートル 

沖縄本島中部に位置 

南北の距離は、約 25.7キロメートル 

東西の距離は、約 21.7キロメートル 

（参照：令和３年版うるま市統計書） 



文京区とうるま市との相互協力に関する協定 

 

 

 

文京区とうるま市は、両都市の友好都市である盛岡市を縁に交流を深めていること

を契機として、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、文京区及びうるま市が各種施策及び事業について相互に協力し、

もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

（相互協力） 

第２条 前条の目的を達成するために、相互に協力する事業は、次のとおりとする。 

⑴ 文京区及びうるま市の住民の交流に関すること。 

⑵ 教育、文化及びスポーツを通じた交流に関すること。 

⑶ 観光及び産業の振興に関すること。 

⑷ 災害時における相互の応援に関すること。 

⑸ その他本協定の目的を達成するため文京区及びうるま市が必要があると認めた

事業 

 

（連絡調整） 

第３条 文京区及びうるま市は、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定め、本協定

による相互協力の円滑な推進を図るものとする。 

 

（その他） 

第４条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義を生じた事項及び本協定の

実施に関し必要な事項については、双方の協議の上、定めるものとする。 

 

 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方が署名押印の上、各自その１

通を保有する。 

 

 

 

別紙 



 

 

 

 

 

 

令和６年１０月１３日 
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